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エアーニッポン株式会社所属ボーイング式７３７－７００型 
ＪＡ１６ＡＮの航空重大インシデントに係る勧告について 

 

 

本重大インシデントは、同機の飛行中、操縦室に機長を入室させるため、副

操縦士がドアロックセレクターを操作するつもりで誤ってラダートリムコント

ロールを操作したことにより、オートパイロットによる姿勢の維持が限界を超

えて機体が異常な姿勢となるとともに、その認知が遅れ、加えてその後の姿勢

回復操作の一部が不適切又は不十分であったため、更に異常な姿勢となり、浮

揚する力を失ったことなどから急降下に至り、「航空機の操縦に障害が発生し

た事態」に準ずる状態に陥ったものと推定される。 

 このうち、回復操作の一部が不適切又は不十分であったことについては、回

復操作中にスティックシェーカーが作動するという予期しなかった異常事態に

副操縦士が驚き混乱したことが関与した可能性が考えられる。驚き混乱したこ

とには、高高度における失速警報等を伴った異常姿勢からの回復訓練、及び予

期しないで発生する異常姿勢から回復する訓練を受けていなかったことが関与

した可能性が考えられる。 

 上記で指摘した本重大インシデント発生の要因については、エアーニッポン

株式会社ばかりではなく他の航空運送事業者にも共通するところがあるものと

考えられ、これに対応策を講ずることが再発防止に寄与するものと考えられる。 

 このため、当委員会は、本重大インシデントの調査結果を踏まえ、運輸安全

委員会設置法第２６条第１項の規定に基づき、下記の施策を講じるよう勧告す

る。 

 

                 記  

 

航空運送事業者に対して、「異常姿勢からの回復訓練」を義務化することに

ついて検討するとともに、当該訓練をフライトシミュレーターの再現性能限界

 



を考慮した上で高高度で実施するよう指導すること。なお、必要に応じて、当

該訓練において回復過程がシミュレーターの再現性能の限界を超えたかどうか

を判定できるシステムの導入を促進すること。 

さらに、失速警報等が同時に作動することがあるように、また、異常姿勢が

訓練生に予期されないで発現するようにシナリオを作成して当該訓練を実施す

るように指導すること。 

 なお、本勧告に基づく施策は、国際的動向を十分把握した上で実施すること。 

 
 

  


